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規    則 

那覇市公設市場条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

（なはまち振興課） 

那覇市規則第４号  

令和元年６月13日  

公   布   済  

 

那覇市公設市場条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則をここに公

布する。 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

那覇市公設市場条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則 

 

那覇市公設市場条例の一部を改正する条例(平成31年那覇市条例第5号)の施行期

日は、令和元年7月1日とする。 

 

 
 

 

 

告    示 

建築基準法第42条第１項第５号の規定による道路の廃止について（建

築指導課） 

那覇市告示第 114 号  

令和元年６月 17 日  

掲 示 済  

 

 

建築基準法第 42条第１項第５号の規定による道路の廃止について 

 

 

建築基準法(昭和 25年法律第 201号)第 42条第１項第５号の規定による道路を次

のとおり廃止したので、公告する。 

 その関係図書は、那覇市まちなみ共創部建築指導課に備え縦覧に供する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  
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１ 廃  止  番  号：第２号 

２ 廃 止 道 路 の 種 類：第 42条第１項第５号の規定による道路 

３ 廃 止 の 年 月 日：令和元年６月 17日 

４ 廃 止 道 路 の 位 置：那覇市首里石嶺町二丁目 90番 22 

               ：那覇市首里石嶺町二丁目 90番 19、90番 25 

５ 廃止道路の延長及び幅員：延長 2.01ｍ 幅員 6.00ｍ 

               ：延長 10.12ｍ 幅員 4.15ｍ 

 

 

 

 

 

 

建築基準法第42条第1項第5号の規定による道路の指定について（建

築指導課） 

那覇市告示第 115 号  

令和元年６月 17 日  

掲 示 済  

 

 

建築基準法第 42条第１項第５号の規定による道路の指定について 

 

 

建築基準法(昭和 25年法律第 201号）第 42条第１項第５号の規定による道路を

次のとおり指定したので、公告する。 

 その関係図書は、那覇市まちなみ共創部建築指導課に備え縦覧に供する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

 

１ 指 定 番 号：第３号 

２ 指定道路の種類：第 42条第１項第５号の規定による指定に係る道路 

３ 指 定 年 月 日：令和元年６月 17日 

４ 指定道路の位置：那覇市松川三丁目 485番 34 

５ 指定道路の幅員：4.00～4.15ｍ 

６  指定道路の延長：2.435ｍ 
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公    告 

開発行為及び公共施設に関する工事の完了について（建築指導課） 

 

那覇市公告第 136 号  

令和元年６月 13 日  

掲 示 済  

 

 

開発行為及び公共施設に関する工事の完了について 

 

 

都市計画法(昭和 43年法律第 100号)第 36条第２項の規定により、次の開発行為

及び公共施設に関する工事が完了したので、検査済証を交付した。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

 

１ 開発許可年月日、番号及び指令番号 

平成 30年３月５日 第 H29－10号 那覇市指令ま建指第 3326号 

２ 開発区域に含まれる地域の名称  

那覇市字国場 392番、393番１、394番  

３ 公共施設 

消防水利（防火水槽） 

４ 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

沖縄県与那原町字与那原 615番地 

株式会社 島 代表取締役 島袋 照雄 

５ 検査済証番号 

令和元年５月 21日 那ま建指第 74号 

令和元年５月 21日 那ま建指第 75号 

６ 工事完了年月日 

令和元年５月７日 
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那覇市公告第 138 号  

令和元年６月 14 日  

掲 示 済  

都市計画の図書の写しの縦覧について（都市計画課） 

 

都市計画の図書の写しの縦覧について 

 

 

沖縄県から都市計画法(昭和 43年法律第 100号)第 21条第２項において準用する

同法第 20条第１項の規定による都市計画変更図書の写しの送付を受けたので、同条

第２項及び同法施行規則(昭和 44年建設省令第 49号)第 12条の規定により、次のと

おり当該図書の写しを公衆の縦覧に供する。 

 

 

那覇市長 城 間 幹 子  

 

 

 

１．都市計画の種類 

那覇広域都市計画下水道 

 

２．都市計画の名称及び変更する土地の区域 

名    称： 中部第一流域下水道 

  変更する部分： 那覇市西３丁目 

 

３．縦覧場所 

那覇市都市みらい部都市計画課（那覇市役所本庁舎９階） 
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消防局訓令 

 

那覇市消防特殊災害対応隊規程の一部を改正する訓令 

那覇市消防局訓令第７号  

令 和 元 年 ６ 月 ７ 日  

公 表 済  

 

 

那覇市消防特殊災害対応隊規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

 

 

那  覇  市  消  防  局  

                                              局長  島  袋  弘  樹  
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上下水道局告示 

 

那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者の指定について 

那覇市上下水道局告示第７号  

令 和 元 年 ６ 月 1 1 日  

掲 示 済  

 

 

那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者の指定について 

 

 

那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者規程第 10条第１項第１号の規定に 

基づき、別紙のとおり告示する。 

 

 

那覇市上下水道事業管理者  

上下水道局長  上地  英之  

 

 

 

那覇市上下水道局指定給水装置工事事業者名簿追加 

     

     

登録 
事 業 者 事 業 所 の 所 在 地 代 表 者 指定年月日 

番号 

464 atelier EMI.com 
那覇市西 

２丁目 20番 11号 
新﨑 惠美子 

令和元年 

6月 11日 
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那覇市上下水道局告示第８号  

令 和 元 年 ６ 月 1 9 日  

掲 示 済  

那覇市排水設備指定工事店の異動について 

 

 

那覇市排水設備指定工事店の異動について 

 

 

那覇市排水設備指定工事店規程第 10条第４号に基づき、次のとおり異動がある

ので告示する。 

 

 

那覇市上下水道事業管理者  

上下水道局長  上地  英之  

 

 

 

指定（登録）番号  第 204号 

      指定工事店名    有限会社龍設備工業 

      営業所所在地    沖縄県宜野湾市喜友名二丁目 21番８号 

代表者氏名     長田 利矢 

有効期間      自 平成 27年４月１日 

                至 令和２年３月 31日 

      異動年月日     令和元年６月 11日 

      異動事由      営業所所在地の変更 
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監査委員告示 

包括外部監査の事務を補助する者について 

 

那覇市監査委員告示第１号  

令 和 元 年 ６ 月 1 9 日  

掲 示 済  

 

 

那覇市監査委員   久 場 健 護  

同      宮 里 善 博  

同      古 堅 茂 治  

同      宮 城   哲  

 

 

包括外部監査の事務を補助する者について 

 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 252 条の 32 第１項に規定する包括外部

監査人の監査の事務を補助する者について、同条第２項の規定により、次のとおり

告示します。 

 

 

１ 監査の事務を補助する者の氏名及び住所 

氏名 住     所 

石井 恵介  

森田 純匡  

屋嘉比 政樹  

 

２ 監査の事務を補助できる期間 

  令和元年７月１日から令和２年３月 31日まで 
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